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企画部情報通信技術課 システム運営係 福田 真輝 

（現：長野国道事務所 用地第一課）   

１．はじめに 

 企画部情報通信技術課では、主に関東地方整備局の電気・通信、行政系機器・システ

ムの計画・調整を担当している。  

本稿は、情報通信業務の合理化及び効率化に資するための具体的な方針を策定する「平

成３１年度関東地方整備局情報通信業務連絡協議会」内の「事務処理部会」において、検

討を行ったことについて、報告するものである。 

 

２．RPA 技術とは 

RPA とは「Robotics Process Automation（ロボットによる手順の自動化）」の略語で

ある。これまで人間が行ってきた、定型的なパソコン操作などの業務に対して、「ソフ

トウェアのロボット」により人間と同様の処理をできるようにした「業務自動化」の技

術のことをいう。近年の働き方改革の中でも、人手不足を補いながら生産効率を上げ

るための様々な施策が講じられており、その手段の一つとして RPA 技術が注目されて

いる。 

 

表１ 

クラス 主な業務の範囲 付帯的な作業範囲や利用技術 

クラス 1： 

RPA（Robotic Process  

Automation） 

定型業務の自動

化 

 情報取得や入力作業、検証作業な

どの定型的な作業 

クラス 2： 

EPA（Enhanced Process 

Automation） 

一部非定型業務

の自動化 

 RPA と AI の技術を用いること

により非定型作業の自動化  

 自然言語解析、画像解析、音声解

析、マシーンラーニングの技術の

搭載 

 非構造化データの読み取りや、知

識ベースの活用も可能 

クラス 3： 

CA 

(Cognitive 

Automation） 

高度な自律化  プロセスの分析や改善、意思決定

までを自ら自動化するとともに、

意思決定  

 ディープラーニングや自然言語

処理 

 

RPA は業務の細かさや優先順位、コストが投資に対する利益に見合わないなどの観点

本業務の範囲 



から、システム化が見送られてきた手作業の業務プロセスを、作業の品質を落とさず、

比較的低コストかつ短期間で導入できるという特徴がある。 

処理の自動実行ツールとしては、Word や Excel の「マクロ機能」が有名であるが、

RPA では、一部のアプリケーションソフトに限らず、多様な業務用システムであっても

人間のように操作することが可能である。 

RPA には３段階の自動化レベルがあるとされている（表１参照）現在の RPA の多くは

「クラス 1」の定型業務に対応している。次期レベルの「クラス 2」は、AI と連携して

非定型業務でも一部は自動化ができる。「クラス 3」は、より高度な AI と連携すること

で、業務プロセスの分析や改善だけでなく意思決定までを自動化できる。 

今回は、クラス 1 又はクラス 2 の一部をターゲットとし、検討を行った。 

 

３．RPA 技術の適用検討 

事務作業の効率化については、一部の部署で既に技術導入・効率化検討が実施され

ているため、本業務では電気通信関係の業務を対象とした。 

RPA 技術の基本は、「人の作業を自動実行」することであるため、作業に高度な判断

を伴うような内容の自動化には向いておらず、単純作業の繰り返しや複数実行といっ

た内容が得意とする分野となっている。 

関東地方整備局の電気通信関係業務は、「国土交通省電気通信施設事務取扱細則」や

「関東地方整備局電気通信施設事務取扱細則」等に基づき電気通信関係の各種提出書

類の作成を行っている。その中から、①作成頻度②対象範囲（資料作成量・利用職員

数）③業務の統一性（事務所毎に内容が異ならない）を勘案して「無線局申請業務」を

対象業務に選定した。『無線局申請業務』は、定期的に繰り返し発生すること、申請対

象となる無線局数は 3,000 を超えており、処理数が多いこと、申請行為ごとに別の書

類作成が必要であること、業務に専用システムの複雑な操作が必要なため作業負荷が

高いことから、担当職員の負担が大きくなっていた。 

このため、無線局申請を対象に RPA 技術を導入し、業務の効率化を行う方法につい

て検討を行ったものである。 

 

４. RPA 技術の適用について 

無線局申請業務について下記に述べる。 

・無線局申請業務とは 

現在、関東地方整備局では 3,000 を超える無線局が運用されており、電波法令に基

づき無線局の開設や変更、再免許時には申請・届出が必要で、毎年多くの件数を処理し

なければならない。 

一部無線局の申請は総務省が公開している専用アプリケーション「電子申請・届出

システム」で行う必要があるが、以下のような点でシステムが複雑で操作方法が難し

く、また入力項目数が多いため、職員の業務負担が大きくなっている。以下に、現行の

無線局申請の業務フロー（表２）を示す 
 



 

 

表２ 現行の無線局申請の業務フロー 

 

 

上記に示す通り、まず各事務所で申請用の情報を準備したうえで、総務省の電子申

請・届出システムに情報を入力し、入力完了後システムから XML ファイル形式で出力

したものを、その他添付資料と共に本局へ送付する。 

本局は事務所から送付された XML ファイルを再度電子申請・届出システムへイン

ポートし、システムの確認用 HTML 出力機能を用いて確認用の HTML ファイルを出

力し、内容に不備が無いか確認する。 

内容に不備があれば事務所に差し戻し、問題なければ関東総合通信局へ提出する、

という流れである。 

なお申請した XML ファイルは、事務所で保管しておき、同無線局の再免許申請、変

更申請の際には、当該ファイルをインポートし、必要箇所のみ修正し、再申請するとい

う形がとられている。 

現行の無線局申請の業務フローにおける課題 

現行の業務フローにおいては、以下の課題が生じている。 

 

① 入力作業（開設）【事務所作業】 

申請システム操作が複雑なため作業負荷が高い。 

② 確認作業（開設）【事務所作業】 

申請システム画面が複雑なため検索・内容確認しづらい。 

③ データ保管【事務所作業】 

XML ファイルでの管理のため、内容を確認しづらい。 

各事務所 本局 関東総合通信局
無線設備および諸元の決
定、図⾯等の準備

申請データの⼊⼒ 提出内容の確認
①上申書（word形式）
②申請⽤XMLデータ
  (html出⼒したもの)
③図⾯等添付資料

局内決裁

審査
申請

修正指⽰

電子申
請・届出
システム
（総務省）

上申書作成・資料提出
①上申書（word形式）
②申請⽤XMLデータ
③図⾯等添付資料

電⼦化されていない
申請様式の準備

申請⽤XMLデータを
html出⼒

電子申
請・届出
システム
（総務省）

提出

上申書作成・資料提出
①上申書（word形式）
②申請⽤XMLデータ
③図⾯等添付資料

 

変更内容の準備

提出内容の確認
①上申書（word形式）
②申請⽤XMLデータ
  (html出⼒したもの)
③図⾯等添付資料

局内決裁

審査
申請

修正指⽰

申請⽤XMLデータを
html出⼒

電子申
請・届出
システム
（総務省）

提出

システム入力

XMLデータ
出力

データ保管

XMLデータ
取り込み

確認用
html出力

XMLデータ
取り込み

確認用
html出力

修正指⽰

修正指⽰

無線局
開設申請

再免許申請
変更申請

申請用XMLデータ

申請データの確認
 

申請データの⼊⼒電子申
請・届出
システム
（総務省）

システム入力

XMLデータ
出力

申請データの確認
 

データ参照

提出

提出

システム画面
確認

システム画面
確認

①⼊⼒作業（開設）
申請システム操作が複雑なため
作業負荷が⾼い。

②確認作業（開設）
申請システム画⾯が複雑なため
検索・内容確認しづらい。

③データ保管
XMLファイルでの
管理のため、内容
を確認しづらい。

⑥確認作業（本局）
確認のためにXMLファイルか
らhtmlへ変換作業が必要、
かつ確認画⾯が複数に分
かれており、⼀覧できないた
め、確認がしづらい。

④⼊⼒作業（再免許・変更）
申請システム操作が複雑なため
作業負荷が⾼い。

⑤確認作業（再免許・変更）
申請システム画⾯が複雑なため
検索がしづらく、内容を
確認しづらい。



④ 入力作業（再免許・変更）【事務所作業】 

申請システム操作が複雑なため作業負荷が高い。 

⑤ 確認作業（再免許・変更）【事務所作業】 

申請システム画面が複雑なため検索がしづらく、内容を確認しづらい。 

⑥ 確認作業【本局作業】 
確認のために XML ファイルから html へ変換作業が必要、かつ確認画面が

複数に分かれており、一覧できないため、確認がしづらい。 

 

以上の課題を踏まえ、RPA 導入後の業務フローを検討した。 
検討したフロー(表３)を次に示す。 

 

表３ RPA 導入後の無線局申請の業務フロー 

 

 

現行のフローで課題となっている「入力作業の負担増加」の解消のために、RPA ツ

ールに入力作業を自動化させ、操作負担を軽減する。また、「確認作業の負担増加」の

解消のため、現在「電子申請・届出システム」の画面上に入力している情報項目をエク

セル一覧表に整理し、そちらに入力した情報を RPA が「電子申請・届出システム」に

自動入力する構成とすることで、利用者側はエクセル一覧表で情報項目を網羅的に確

認可能とする。この構成の採用により、現行で生じている課題を以下のように解消で

きる。 

 

① 入力作業（開設）【事務所作業】 

申請システム操作が複雑なため作業負荷が高い。 

→エクセル入力のみ実施すればよいため、作業負荷が低い。 

② 確認作業（開設）【事務所作業】 

各事務所 本局 関東総合通信局
無線設備および諸元の決
定、図⾯等の準備

申請データの⼊⼒

局内決裁

審査
申請

修正指⽰

上申書作成・資料提出
①上申書（word形式）
②エクセル⼊⼒様式（⼊⼒済）
③図⾯等添付資料

電⼦化されていない
申請様式の準備

提出内容の確認
①上申書（word形式）
②エクセル様式（⼊⼒済）
③図⾯等添付資料

電子申
請・届出
システム
（総務省）

提出

変更内容の準備

様式入力

様式入力

入力済み
様式

修正指⽰

無線局
開設申請

再免許申請
変更申請

エクセル
様式

RPAの実⾏
自動入力

RPA

実行

XMLデータ
出力

エクセル様式
（入力済）

データ保管

申請データの⼊⼒

局内決裁

審査
申請

修正指⽰

上申書作成・資料提出
①上申書（word形式）
②エクセル⼊⼒様式（⼊⼒済）
③図⾯等添付資料

提出内容の確認
①上申書（word形式）
②エクセル様式（⼊⼒済）
③図⾯等添付資料

提出

修正指⽰

RPAの実⾏

入力済み
様式

電子申
請・届出
システム
（総務省）

RPA

実行

XMLデータ
出力

自動入力

申請データの確認

申請データの確認

①⼊⼒作業（開設）
②確認作業（開設）

• データ⼊⼒先を申請
システムからエクセル
様式に変更。

• 申請システムへの⼊
⼒をRPAで⾃動化。

• 申請システムの⼊⼒
場所を事務所から
本局に変更。

③データ保管
保管形式を個別の
XMLファイルから複数
局⼊⼒可能なエクセ
ル様式に変更。

⑥確認作業（本局）
確認様式をhtmlファイル
（XMLから申請システムで
変換）からエクセル様式に
変更。

④⼊⼒作業（再免許・変更）
⑤確認作業（再免許・変更）

• データ⼊⼒先を申請システ
ムからエクセル様式に変更。

• 申請システムへの⼊⼒を
RPAで⾃動化。

• 申請システムの⼊⼒場所を
事務所から本局に変更。



申請システム画面が複雑なため検索・内容確認しづらい。 

→エクセル一覧表での確認となり、内容を確認しやすい。 

③ データ保管【事務所作業】 

XML ファイルでの管理のため、内容を確認しづらい。 

→エクセル一覧表での確認となり、内容を確認しやすい。 

④ 入力作業（再免許・変更）【事務所作業】 

申請システム操作が複雑なため作業負荷が高い。 

→エクセル入力のみ実施すればよいため、作業負荷が低い。 

⑤ 確認作業（再免許・変更）【事務所作業】 

申請システム画面が複雑なため検索がしづらく、内容を確認しづらい。 

→エクセル一覧表での確認となり、内容を確認しやすい。 

⑥ 確認作業【本局作業】 

確認のために XML ファイルから html へ変換作業が必要、かつ確認画面が

複数に分かれており、一覧できないため、確認がしづらい。 
→エクセル一覧表での確認のため、変換作業は不要で内容を確認しやすい。 

 

エクセル様式を用いた RPA の処理イメージを次(表４)に示す。 

 

表４ 

 



 

 

 

５．ＲＰＡ導入効果 

無線申請のＲＰＡ導入効果は以下のとおりである。 

・入力作業が、ＥｘｃｅｌのＤＢとなり、複製等容易に出来るようになり負担軽減と

なった。 

・複数局申請において、ＤＢ形式にする事により横並びでの確認ができるようになっ

た。 

・職員の入力時間の短縮になった。 

上記のような効果はあるが、以下のような課題も見つかった。 

・入力については、もっと入力画面を工夫した方が良い。 

・確認についても、申請局数が増えた場合、見にくくなり工夫が必要である。 

・今回のＲＰＡは、画像処理機能を多用していたため複数のＰＣで利用する場合は、

ＰＣ自体の環境（壁紙など）を統一する必要がある。 



・ＲＰＡ利用中はＰＣが使えない。共有ＰＣ利用や帰宅時にＲＰＡを稼働させる必要

がある。これらにより、時間短縮に加え入力ミスも低減することが期待できる。 

 

６.おわりに 

今回の検討で、技術系業務についても初期の業務選択を適切に行えばＲＰＡを導入

する事により効果があることを確認出来た。今回作成した無線申請用ＲＰＡについて

引き続き改良を行い本運用へ向け引き続き整備を実施していく。 

今後、働き方改革等の促進により、さらなる業務効率の向上が求められる中で、RPA

技術を用いた効率化が期待されている。職員一人一人のアイデアを RPA 化できるよう

今年度も試行範囲を広げ、効果的なものについては関東地方整備局全体に展開できる

環境を整えていきたい。 


